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Ⅵ 契約の変更および終了 

 

39 需給契約の変更 

お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合等は，Ⅱ（契約の締結）

に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。 

なお，契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は，

原則として計量期間等の始期といたします。 

 

40 名 義 の 変 更 

合併その他の原因によって，新たなお客さまが，それまで電気の供給を受

けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を

受け継ぎ，引き続き電気の使用を希望される場合は，名義変更の手続きによ

ることができます。この場合には，その旨を当社へ当社所定の様式により申

し出ていただきます。 

 

41 需給契約の廃止 

(1) お客さまがこの需給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場

合は，原則として廃止希望日の 3 月前までにその廃止期日を定めて，当社

に通知していただきます。 

(2) 需給契約は，43（解約等）および次の場合を除き，お客さまが当社に通

知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は，通

知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 

ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者等が需給を終

了させるための処置ができない場合は，需給契約は需給を終了させるた

めの処置が可能となった日に消滅するものといたします。 
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42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 

(1) お客さま（臨時電力のお客さまを除きます。）が，契約電力を新たに設

定し，または増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようと

し，または契約電力を減少しようとされる場合には，当社は，需給契約の

消滅または変更の日に，次により料金および工事費をお客さまに精算して

いただきます。ただし，非常変災等やむをえない理由による場合を除きま

す。 

イ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止

しようとされる場合 

当社は，お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契約の消

滅日の前日までの期間の料金について，さかのぼって臨時電力を適用い

たします。この場合，当初から臨時電力として算定される料金と既に申

し受けた料金との差額を申し受けます。 

また，当社が当該一般送配電事業者等から，需給契約の消滅にともな

う工事費の精算に係る請求を受けた場合は，当社は，お客さまから当該

金額を申し受けます。 

ロ 契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しよう

とされる場合 

当社は，お客さまが契約電力を増加された日から需給契約の消滅日の

前日までの期間の料金について，契約電力を増加された日の前日の契約

電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。

この場合，当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料

金との差額を申し受けます。 

なお，臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の使用電力量につ

いて，増加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分して

えたものといたします。 

また，当社が当該一般送配電事業者等から，需給契約の消滅にともな

う工事費の精算に係る請求を受けた場合は，当社は，お客さまから当該

金額を申し受けます。 
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ハ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少

しようとされる場合 

当社は，お客さまが契約電力を新たに設定された日から契約電力を減

少される日の前日までの期間の料金について，減少される日以降の契約

電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。

この場合，当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料

金との差額を申し受けます。 

なお，臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の使用電力量につ

いて，減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分して

えたものといたします。 

また，当社が当該一般送配電事業者等から，契約電力の減少にともな

う工事費の精算に係る請求を受けた場合は，当社は，お客さまから当該

金額を申し受けます。 

ニ 契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少しよう

とされる場合 

当社は，お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少され

る日の前日までの期間の料金について，減少される日以降の契約電力を

上回る契約電力分（減少される日以降の契約電力が増加された日の前日

の契約電力を下回る場合は，増加された日の前日の契約電力を上回る契

約電力分といたします。）につきさかのぼって臨時電力を適用いたしま

す。この場合，当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受け

た料金との差額を申し受けます。 

なお，臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の使用電力量につ

いて，減少後の契約電力を上回る契約電力分（減少後の契約電力が増加

前の契約電力を下回る場合は，増加前の契約電力を上回る契約電力分と

いたします。）と残余分の比であん分してえたものといたします。 

また，当社が当該一般送配電事業者等から，契約電力の減少にともな

う工事費の精算に係る請求を受けた場合は，当社は，お客さまから当該

金額を申し受けます。 
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(2) 14（業務用季節別時間帯別電力）(4)ロ，15（高圧季節別時間帯別電力）

(2)ニ，16（業務用電力）(4)ロまたは17（高圧電力）(2)ニによって契約電

力を定めるお客さまが，契約受電設備を新たに設定し，または契約受電設

備の総容量を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しよう

とし，または14（業務用季節別時間帯別電力）(4)ロ(ｲ)ｃ，15（高圧季節

別時間帯別電力）(2)ニ(ｲ)ｃ，16（業務用電力）(4)ロ(ｲ)ｃまたは17（高

圧電力）(2)ニ(ｲ)ｃにより契約電力を減少しようとされる場合は，(1)に準

ずるものといたします。この場合，(1)にいう契約電力を新たに設定された

日は，契約受電設備を新たに設定された日とし，契約電力を増加された日

は，契約受電設備の総容量を増加された日とし，契約電力を減少される日

は，14（業務用季節別時間帯別電力）(4)ロ(ｲ)ｃ，15（高圧季節別時間帯

別電力）(2)ニ(ｲ)ｃ，16（業務用電力）(4)ロ(ｲ)ｃまたは17（高圧電力）

(2)ニ(ｲ)ｃにより契約電力を減少しようとされる日といたします。 

 

43 解 約 等 

(1) 当社は，次の場合には，需給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたしま

す。 

イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明ら

かになったとき。 

ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

ハ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料

金を支払期日を経過してなお支払われない場合 

ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延

滞利息，契約超過金，違約金，工事費負担金等相当額その他この需給約

款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合 

ホ 34（違約金）(1)ハに該当する場合 

ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手

について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 
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ト お客さまが破産手続き開始，再生手続き開始，更生手続き開始，特別

清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら

申立てを行なった場合 

チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受け

た場合 

リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 

ヌ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそ

れがあると当社が認めた場合 

ル お客さまがその他この需給約款に反した場合 

(2) お客さまが，41（需給契約の廃止）(1)による通知をされないで，その需

要場所から移転される等，電気を使用されていないことが明らかな場合に

は，電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅す

るものといたします。 

 

44 需給契約消滅後の債権債務関係 

需給契約期間中の料金その他の債権債務は，需給契約の消滅によっては消

滅いたしません。 


